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「ふるさと納税制度」の廃止を求める意見書 

 総務省は、今年７月２８日、応援する自治体に寄付をすると住民税などが軽

減される「ふるさと納税」の減収額をまとめました。 

 ２０１７年度の課税分が対象で、各自治体が充実させている返礼品人気もあ

り、他の自治体への寄付金の多い自治体での減収額の合計は、前年度比１．８

倍の１７６６億６千万円となりました。 

 都市部での減収が大きく、税収減が寄付の受け入れ額を上回る「赤字」のケ

ースも、多いとみられています。 

 寄付金の獲得競争が激化し、返礼品として寄付額に比例した商品券を贈る自

治体や、２千円の負担で数百万円分の商品券を受け取るような事例も発生して

います。 

 高額所得者が税逃れに利用しているのではないかとの批判もおきていますし、

自治体間でも事実上の寄付金の奪い合いの状況となっています。元来の税に対

する考え方が、ゆがめられているのではないかとの批判も起きています。 

 このような、ふるさとを思う気持ちを金額によって推し量るようなやり方は、

やめるべきだと思います。 

 もともとは、地方の特産品などを送っていたものが、今では家電製品や金券

まで登場し、ネット上のオークションで転売されている事実まで報じられてい

ます。 

 ２００１年に発足した小泉内閣は、「三位一体改革」と称して、地方交付税

を大幅に削減しました。「税源移譲」名目で、個人住民税の税率を富裕層も庶

民も一律に１０％としました（改定前は、５％、１０％、１３％の３般階）。 

 国民の６割は、税率５％から１０％への引き上げだったため、税金が倍増、

巨額の住民税の滞納が発生しています。 

 このような中での、「ふるさと納税制度」は、即刻辞めるべきです。 

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。 
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